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このほか、生活改善要求として、 

  ①通勤手当の「認定経路」の条件緩和 

  ②保存休暇の使用条件緩和（インフルエンザ等の伝染病罹患時に使用可能） 

  ③時短勤務の適用拡大（「未就学の子」から「小学３年生の子」へ） 

  ④女性トイレにサニタリー用品の販売機を設置 

  ⑤ネクタイ・上着省略の通年化 

を勝ち取る！                         ３月 31日妥結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       


